
第１章　

計画の策定に当たって
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１ 計画の策定に当たって 

 

本市では、スポーツ振興法に基づき平成２３年（２０１１年）３月に「熊谷

市スポーツ振興基本計画」を策定し、「スポーツ熱中、生き生き熊谷」を基本

理念として、スポーツの振興に努めてきました。同時に、「熊谷市スポーツ振

興まちづくり条例」を制定し、市民、スポーツ関連団体、事業者及び行政が連

携を強化し、それぞれの役割を担うことでスポーツを活用した活力あるまちづ

くりを推進してきました。 

また、同年８月、国においては、国家戦略としてスポーツに関する施策を総

合的・計画的に推進するため、スポーツ振興法を５０年ぶりに全面改正した「ス

ポーツ基本法」を制定しました。この法律では、スポーツを通じて幸福で豊か

な生活を営むことは全ての人々の権利であることや、スポーツの価値と意義、

スポーツの果たす役割の重要性が示されています。さらに、「スポーツ基本計

画」が平成２４年（２０１２年）に策定され、今後のスポーツ政策の方向性が

示されました。 

これを受けて、埼玉県においても「埼玉県スポーツ推進計画」を平成２５年

（２０１３年）に策定（平成２９年（２０１７年）改訂）しました。 

このように、スポーツを取り巻く状況が変化する中、本市では、２０１９年

のラグビーワールカップの開催都市に決定し、これまでラグビータウン熊谷を

推進してきた本市のスポーツ推進策が実を結んだところですが、同時にラグビ

ーワールドカップへの取組とそのレガシー（遺産）を様々な分野に活用した施

策や、熊谷ならではのスポーツ文化の発現が期待されます。 

既に、国内トップレベルの各種大会が一年を通して開催され、本計画期間中

には、ラグビーワールドカップ２０１９のほか、国内でも東京２０２０オリン

ピック・パラリンピックといった世界規模の大会も開催されることから、市民

のスポーツへの関心がますます高まると同時に、スポーツを通して、国際的な

交流や貢献ができる絶好の機会になるものと考えられます。 

本計画は、熊谷市スポーツ振興基本計画が平成２９年度（２０１７年度）に

計画期間が終了することから、これまでの諸施策を継承しつつ、スポーツ環境

の変化を、新たなスポーツ文化や伝統の創造の機会と捉え、郷土への誇り、地

域の一体感、活力あるまちづくりなどにつなげ、市民一人一人が生き生きと豊

かに生活することのできる熊谷市の実現を目指し、策定するものです。 
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スポーツの範囲

競技スポーツ

身体活動

健康づくり・レクリエーション
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２ 計画の位置付け 

 

スポーツ基本法では、「地方公共団体は、国のスポーツ基本計画を参酌して、

地方の実情に即した地方スポーツ推進計画を定めるよう努めるもの」とされて

います。 

この計画は、平成２３年（２０１１年）３月に策定した「熊谷市スポーツ振

興基本計画」を継承しつつ、法で定める「地方スポーツ推進計画」として位置

付けるものです。 

また、「熊谷市総合振興計画」の基本構想を踏まえ、スポーツ熱中都市宣言

と熊谷市スポーツ振興まちづくり条例を両輪に、本市の各分野における計画と

連携しながら、熊谷市の特色とスポーツの持つ多様な価値を最大限に活用し、

変化する社会情勢やスポーツ環境に柔軟に対応するスポーツ推進計画とする

ものです。 

 

 

本計画と他計画等との関係図 
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